
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  事業用から居住用への買換え 

Ｑ：今年度の税制改正で創設された先行取

得土地等の特例は、事業用不動産から居住用

不動産への買換えにも適用できますか？  

 

Ａ：先行取得土地等の特例制度においては

適用が認められます。 

【解説】 

この土地を先行取得した場合の課税の特例

は、土地需要を喚起し、不動産の流動化を図る

ために創設された制度で、個人事業者が、平成

21年1月1日から平成22年12月31日までの間に

土地等を取得し、その取得の日を含む事業年度

の確定申告の提出期限までにこの適用を受け

る旨の届出書を提出している場合において、そ

の取得の日を含む事業年度終了の日後10年以

内に、その事業者の所有する他の土地等(事業

用資産に限り棚卸資産は適用除外)の譲渡等を

したときは、その先行して取得した土地等につ

いて、その他の土地等の譲渡益の一定割合を限

度として圧縮記帳を認めるという内容のもの

です。 

この規定は、譲渡する土地については、事業

用資産に限るとしていますが、先行取得する土

地等については、なんら制限を設けていません

ので、先行取得した土地等を居住用として活用

することについては問題になることはありま

せん。 

ただし、この場合には、取得した日の属する

年の翌年３月15日までに所定の届出書を所轄

税務署に提出する必要があります。 
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